
船橋市窒素酸化物対策指導要綱 
 

（目的） 

第１条 この要綱は、窒素酸化物を排出する工場又は事業場（以下「工場等」という。）

の事業者に対し、窒素酸化物の排出総量を指導することにより、窒素酸化物に起因する

大気の汚染を防止し、もって市民の健康を保護するとともに、生活環境を保全すること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 適用施設 別表第１に掲げるばい煙発生施設をいう。ただし、専ら電気を熱源とす

るものを除く。 

⑵ 通常最大稼動 一の適用施設を定格能力以下で運転する場合の通常の状態におけ

る１時間当たりの最大の稼動状態をいう。 

⑶ 重油換算量 適用施設を定格能力で運転する場合に使用される原料・燃料の量を次

に定めるところにより重油の量に換算したものをいう。 

ア 原料については、別表第２の原料の種類の欄に掲げる原料の種類ごとに、それ

ぞれ同表の原料の量の欄に掲げる量を同表の重油の量の欄に掲げる重油の量に換

算する。 

イ 燃料については、別表第３の燃料の種類の欄に掲げる燃料の種類ごとに、それ

ぞれ同表の燃料の量の欄に掲げる量を同表の重油の量の欄に掲げる重油の量に換

算する。この場合において、別表第４の適用施設の種類の欄に掲げる適用施設に

おいて使用される燃料については、別表第３により換算した量に当該適用施設の

種類ごとに、それぞれ別表第４の係数の欄に掲げる係数を乗ずるものとする。 

 ⑷ 対象工場等 一の工場等に設置されているすべての適用施設で使用される重油換

算量の合計が１時間当たり２キロリットル以上である工場等（窒素酸化物対策に関

する覚書を締結した工場等を除く。）をいう。 

（指導基準） 

第３条 対象工場等に適用する指導基準（以下「指導基準」という。）は、次の算式によ

り算出される窒素酸化物の量とする。 

Ｑ＝1.86Ｗ0.95＋1.31Ｗｉ0.95 

 



この式において、Ｑ、Ｗ及びＷｉは、それぞれ次の値を表わすものとする。 

Ｑ 対象工場等において排出が許容される窒素酸化物の量（単位 温度零度、圧 

力１気圧の状態に換算した立方メートル毎時） 

Ｗ 対象工場等に別表第１の基準となる日の欄に掲げる日（以下「基準日」とい 

う。）前から設置されているすべての適用施設（設置の工事が着手されたものを 

含む。）で使用される重油換算量（単位 キロリットル毎時） 

Ｗｉ 対象工場等に基準日以後新たに設置されるすべての適用施設で使用される 

重油換算量と、基準日前から設置されている適用施設のうち基準日以後に構造 

等の変更がなされたすべての適用施設（基準日前に構造等の変更の工事が着手 

されたものを除く。）で使用される重油換算量のうち当該構造等の変更により増 

加する量とを合計した量（単位 キロリットル毎時） 

２ 前項の算式のＷ及びＷｉの認定に当たっては、次に掲げる適用施設を除くものとす

る。 

 ⑴ 使用を廃止している適用施設 

⑵ 現に稼動中の適用施設が定期点検、故障等により一時的に休止した場合に、その

代替として専ら運転される適用施設（交互に運転している適用施設を除く。） 

⑶ 対象工場等の事業活動の変更により、使用の必要がない適用施設のうち１年以上

連続して稼動しないと認められる適用施設 

⑷ 未稼動の適用施設 

（全体計画の届出） 

第４条 指導基準の適用を受けている者又は受けることとなる者は、次の各号のいずれ

かに該当するときは、工場等の適用施設に係る全体計画（以下「全体計画」という。）

を第１号様式（正本及びその写し１通）により市長に届け出るものとする。 

⑴ 適用施設を設置し、又は適用施設の構造等を変更するとき。 

⑵ 適用施設の稼動状況を変更するとき。 

⑶ 通常最大稼動時における原料・燃料の使用量及び窒素酸化物の排出量を変更する

とき。 

⑷ 適用施設を譲り渡し、又は貸し付けたとき。 

⑸ 適用施設を譲り受け、又は借り受けたとき。 

⑹ 一の施設が適用施設となった際現にその施設を設置しているとき（設置の工事が

着手されているときを含む。）。 

⑺ 適用施設の使用を廃止したとき。 



２ 前項の規定による届出は、前項第１号から第３号までの規定に該当するときにあっ

ては、事前に、前項第４号から第７号までの規定に該当するときにあっては、その日

から３０日以内に行うものとする。 

（窒素酸化物の排出抑制） 

第５条 対象工場等の事業者は、当該対象工場等に設置されているすべての適用施設（廃

止、予備、休止及び未稼動適用施設以外の適用施設をいう。）を通常最大稼動させた場

合に当該適用施設から排出される１時間当たりの窒素酸化物の合計量を指導基準に適

合させるものとする。 

 （計画値の遵守） 

第６条 対象工場等の事業者は、第４条第１項の規定により届出をした全体計画のうち、

適用施設ごとの通常最大稼動時における窒素酸化物の排出量については、当該計画値を

限度として遵守するものとする。 

（全体計画の審査等） 

第７条 市長は、第４条第１項の規定により届け出された全体計画を審査し、指導基準

に適合していると認めるときは、その旨を第２号様式により当該全体計画の届出をし

た者に対し、通知するものとする。 

 （窒素酸化物排出濃度の測定等） 

第８条 対象工場等の事業者は、当該適用施設に係る窒素酸化物の排出濃度を測定する

とともに排出量の把握に努め、その結果を記録するものとする。この場合において、

排出濃度の測定方法及び頻度並びに結果の記録については、大気汚染防止法施行規則

（昭和４６年厚生省・通商産業省令第１号）第１５条第５号（常時の測定に係る部分

を除く。）及び第６号の規定を準用する。 

（指導基準に関する特例） 

第９条 一の対象工場等において、新たに適用施設を設置することに伴い、既設の適用

施設（別表第１の基準日の欄に掲げる日前から設置されているものをいう。以下この

条において同じ。）を廃止する場合は、新たに設置する適用施設に係る重油換算量のう

ち、廃止する適用施設に係る重油換算量に相当する部分については、既設のものとし

て取り扱うものとする。 

２ 県内に立地する工場等が、次に掲げる事業により移転し、新たに対象工場等になる

場合は、移転後の適用施設に係る重油換算量のうち、移転前の既設の適用施設に係る

重油換算量に相当する部分については、既設のものとして取り扱うものとする。 

⑴ 土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第３条に規定する国又は地方公共団体



等の実施する事業 

⑵ 前号に掲げる事業以外で国又は地方公共団体等の実施するもののうち、市長が特

に認める事業 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行前に千葉県窒素酸化物対策指導要綱（昭和５８年４月１日千葉県要

綱）第６条、第７条又は第８条の規定によりなされた設置計画書等の届出は、この要綱

の相当規定によりなされた届出とみなす。 

附 則（平成１６年１１月５日環第７８４号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１６年１２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所用の調整をして使用す

ることができる。 

別表第１ 

区分 施 設 の 種 類 基 準 日 

１ 

 

 

大気汚染防止法施行令（昭和４３年政令第３２９号。以

下「政令」という。）別表第１の１の項から１５の項ま 

で、１８の項及び１９の項に掲げる施設のうち光ニトロ 

昭和５８年４月１日 

 ソ化法によるカプロラクタムの製造の用に供し、又は亜

硝酸ナトリウムを用いてニトロソ化反応若しくはジア

ゾ化反応を行う工程に供する塩化水素反応施設及び塩

化水素吸収施設、２１の項に掲げる施設のうち焼成炉及

び溶解炉、２３の項に掲げる施設のうち乾燥炉及び焼成

炉並びに２４の項から２８の項までに掲げるばい煙発

生施設で、この表の２の項に掲げるものを除く。 

 

 

 

 

 

 

２ 政令別表第１の１の項に掲げるボイラーのうち伝熱面

積が１０平方メートル未満のもの 

昭和６０年９月１０日 

３ 政令別表第１の２９の項及び３０の項に掲げるばい煙

発生施設（専ら非常時において用いられるものを除く。） 

昭和６３年２月１日 

４ 政令別表第１の３１の項及び３２の項に掲げるばい煙

発生施設（専ら非常時において用いられるものを除く。） 

平成４年４月１日 

 

 



別表第２ 

 原料換算表 

原料の種類 原料の量 重油の量（単位 ﾘｯﾄﾙ） 

廃棄物焼却炉において

焼却される一般廃棄物 

１キログラム ０.４８ 

重油換算の必要なその

他の原料 

１キログラム 当該原料１キログラムの処理に伴い発生する

平均的な窒素酸化物の量に相当する量の窒素

酸化物を標準的な燃焼に伴い発生する重油（１

リットル当たりの発熱量９千キロカロリー、窒

素含有率０.１５パーセント及び比重０.９とす

る。）の量 

別表第３ 

 燃料換算表 

 燃料の種類 燃料の量 重油の量（単位 ﾘｯﾄﾙ） 

重油（Ｂ及びＣ重油） １リットル １ 

Ａ重油 １リットル ０.９５ 

軽油 １リットル ０.９５ 

灯油 １リットル ０.９０ 

原油 １リットル ０.９５ 

ナフサ １リットル ０.９０ 

液化石油ガス １キログラム １.２ 

液化天然ガス １キログラム １.３ 

石炭 １キログラム ０.８５ 

都市ガス １キログラム １.３ 

その他の燃料 １リットル（固

体燃料又は気体

燃料にあっては

１キログラム） 

当該燃料の量１リットル（固体燃料又は気体

燃料にあっては１キログラム）当たりの発熱

量を有する重油（１リットル当たりの発熱量

は、９千キロカロリーとする。）の量 

別表第４ 

 施設係数表 

適用施設の種類 係   数 

石炭専焼ボイラー ３.１ 

ガラス製造の用に供す

る溶融炉（タンク炉に

限る。） 

板ガラス ５.８ 

電気ガラス １５.１ 

その他 ７.１ 

ガスタービン ２.０ 

ディーゼル機関 ２０.０ 

ガス機関 ３.０ 

ガソリン機関 ３.０ 

 


